
一 

○
総
務
省
告
示
第
四
百
五
十
七
号 

 

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
二
十
八
条
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
十
八
年
総
務
省
告
示
第
六
百
号
（
小
型
船
舶
等
の
義
務
船
舶
局
が
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
無
線
設
備
の
機
器
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
機
器
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て

掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ

て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。



 

二 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

改 
 

正 
 

後 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

正 
 

前 

 
施
行
規
則
第
2
8
条

1
0
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
型
の
船
舶
又
は
我
が
国
の
沿
岸
海
域
の
み
を
航
行
す
る
船
舶
の
義
務

船
舶
局
が
同
条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
機
器
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
機
器

は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
義
務
船
舶
局
の
あ
る
船
舶
の
区
分
に
応
じ
て
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
無
線
設
備
の

機
器
と
す
る
。
 

［
同
左

］
 

 
当

該
義

務
船

舶
局

の
あ

る
船

舶
の

区
分

 
無
線
設
備
の
機
器
 

 
 

［
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［
同
左
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国

際
航

海
従

事

の
有

無
 

船
舶

の

種
類

 

注
１

 

施
行
規
則

第
2
8
条
第

１
項
各
号

の
航
行
す

る
海
域
に

応
じ
た
船

舶
の
区
分
 

航
行

区

域
 

総
ト

ン

数
 

注
４

 

施
行
規
則
第

2
8
条

第
１
項
の
無

線
設
備
の
機
器

 
施行規則第2
8

条第２項の無線設備の機器注26
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［
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［
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［
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左
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施行規則第2
8

条第２項の無線設備の機器注2
6
 

 

 
同項第１号の⑴の無線設備の機器

 

同項第２号の⑴の㈡の無線設備の機器
 

注９
 

注
 

1
1
  

同項第１号の⑵の㈠の遭難自動通報設備の機器
 

同項第１号の⑵の㈡の遭難自動通報設備の機器
 

同項第１号の⑶の㈠の受信機
 

同項第１号の⑶の㈡の受信機
 

注
 

2
5
 

 

同項第１号の⑷の㈠の双方向無線電話
 

同項第１号の⑷の㈢の受信機
 

同項第１号の⑷の㈣の船舶自動識別装置の機器
 

同項第１号の⑷の㈤の地上無線航法装置又は衛星無線航法装置

同項第２号の⑷の㈣の受信機
 

同項第３号の⑷の㈣の受信機
 

 
 

同項第１号の⑴の無線設備の機器
 

同項第２号の⑴の㈡の無線設備の機器
 

 

同項第３号の⑴の㈡の無線設備の機器
 

同項第１号の⑵の㈠の遭難自動通報設備の機器
 

同項第１号の⑵の㈡の遭難自動通報設備の機器
 

同項第１号の⑶の㈠の受信機
 

同項第１号の⑶の㈡の受信機
 

注
 

2
5
 

 

同項第１号の⑷の㈠の双方向無線電話
 

同項第１号の⑷の㈢の受信機
 

同項第１号の⑷の㈣の船舶自動識別装置の機器
 

同項第１号の⑷の㈤の地上無線航法装置又は衛星無線航法装置

同項第２号の⑷の㈣の受信機
 

同項第３号の⑷の㈣の受信機
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す
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ン
未

満
 

 
 

１台
 

 
１台

 

１台
 

 

 
 

 
 

 
そ

の
他

の
船

舶
  

１台
  

 
１台

 

１台
 

 
 
 

 
 

 
そ

の
他

の
船

舶
 

 
 

１台
 

 
１台

 

１台
 

 

 
 

そ
の

他

の
船

舶
 施

行
規
則

第
2
8
条
第

１
項
第
１

号
及
び
第

２
号
の
船

舶
 

沿
海

区

域
 

注
２

 

2
0
ト

ン

未
満

 

 
 

 
 

  
 

 
１台

 

注27
 

 
 
 

そ
の

他

の
船

舶
 

施
行

規
則

第
28

条
第

１
項

第
１

号
及

び
第

２
号

の
船

舶
 

沿
海

区

域
 

注
２

 

2
0
ト

ン

未
満

 

 
 

 
 

 
 

 
 
１台

 

注2
7
 

 

 
 

 
 

 
1
00

ト

ン
未

満
 

 
 
 

 
 

  
 

 
１台

 

 
 
 

 
 

 
1
0
0

ト

ン
未

満
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
１台

 

 



 

一
〇 

 
 

 
 

 
3
00

ト

ン
未

満
  

 
 
 

  
 

 
１台

 

 
 
 

 
 

 
3
0
0

ト

ン
未

満
 

 
 

 
 

 
 

 
 
１台

 

 

 
 

 
 

 
そ

の
他

の
船

舶
 

 
 
 

  
 

 
１台

 

 
 
 

 
 

 
そ

の
他

の
船

舶
 

 
 

 
 

 
 

 
 
１台

 

 

 
 

 
 

沿
海

区

域
 

注
３

 

す
べ

て

の
船

舶
 

 
 
 

  
 

 
１台

 

注27
 

 
 
 

 
 

沿
海

区

域
 

注
３

 

す
べ

て

の
船

舶
 

 
 

 
 

 
 

 
 
１台

 

注2
7
 

 

 
 

 
 

近
海

区

域
及

び

遠
洋

区

域
 

2
0
ト

ン

未
満

 

 
 
 

  
 

 
１台

 

 
 
 

 
 

近
海

区

域
及

び

遠
洋

区

域
 

2
0
ト

ン

未
満

 

 
 

 
 

 
 

 
 
１台

 

 

 
 

 
 

 
1
00

ト

ン
未

満
 

 
 
 

  
 

 
１台

 

 
 
 

 
 

 
1
0
0

ト

ン
未

満
 

 
 

 
 

 
 

 
 
１台

 

 

 
 

 
 

 
5
00

ト

ン
未

満
 

１台
 

注８
 

 
  

 
 
１台

 

 
 
 

 
 

 
5
0
0

ト

ン
未

満
 

 
１台

 

注８
 

 
 
 

 
 
１台

 

 

 
 

 
 

 
そ

の
他

の
船

舶
 

１台
 

注
 

８
 

 
  

 
 
１台

 

 
 
 

 
 

 
そ

の
他

の
船

舶
 

 
１台

 

注８
 

 
 
 

 
 
１台

 

 

 
 

 
施
行
規
則

第
2
8
条
第

１
項
第
３

号
の
船
舶
 

沿
海

区

域
 

注
２

 

2
0
ト

ン

未
満

 

 
 

 
  

 
１台

 

注27
 

 
 
 

 
施

行
規

則

第
28

条
第

１
項

第
３

号
の

船
舶

 

沿
海

区

域
 

注
２

 

2
0
ト

ン

未
満

 

 
 

 
 

 
１台

 

注2
7
 

 



 

一
一 

 
 

 
 

 
1
00

ト

ン
未

満
  

 
 

 
 

１台
 

 
 
 

 
 

 
1
0
0

ト

ン
未

満
 

 
 

１台
 

注1
2
 

 
１台

 

注1
2
 

１台
 

 

 
 

 
 

 
3
00

ト

ン
未

満
  

 
 

 
 

１台
 

 
 

 
 

 
3
0
0

ト

ン
未

満
 

 
 

１台
 

注1
2
 

 
１台

 

注1
2
 

１台
 

 

 
 

 
 

 
そ

の
他

の
船

舶
  

 
 

 
 

１台
 

 
 

 
 

 
そ

の
他

の
船

舶
 

 
 

１台
 

注1
2
 

 
１台

 

注1
2
 

１台
 

 

 
 

 
 

沿
海

区

域
 

注
３

 

す
べ

て

の
船

舶
  

 
 

 
 

１台
 

注27
 

 
 

 
 

沿
海

区

域
 

注
３

 

す
べ

て

の
船

舶
 

 
 

１台
 

注1
0

注
 

1
2
 

 
 

１台注2
7
 

 

 
 

 
 

近
海

区

域
及

び

遠
洋

区

域
 

2
0
ト

ン

未
満

 

 
 

  

 
 

１台
 

注27
 

 
 

 
 

近
海

区

域
及

び

遠
洋

区

域
 

2
0
ト

ン

未
満

 

 
 

１台
 

注1
2
 

注1
4
 

 
１台

 

注1
2
 

注1
4
 

１台
 

 

 

 
 

 
 

1
00

ト

ン
未

満
  

 
 

 
 

１台
 

 
 

 
 

1
0
0

ト

ン
未

満
 

 
 

１台
 

注1
2
 

注1
4
 

 
１台

 

注1
2
 

注1
4
 

１台
 

 

 
 

 
 

5
00

ト

ン
未

満
  

１台
  

 
１台

 

 

１台
 

 
 

 
 

5
0
0

ト

ン
未

満
 

 
 

１台
 

注1
4
 

 
１台

 

注1
4
 

１台
 

 

 
 

 
 

そ
の

他

の
船

舶
 

１台
  

１台
 

１台
 

 
 

 
 

そ
の

他

の
船

舶
 

 
１台

 

１台
 

１台
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

一
二 

 
 

注
 [
１
～
８

 
略

]
 

注
 [

１
～

８
 

同
左

]
 

９
 
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
第
４
条
第
１
項
第
６
号
の
規
定
に
よ
り
、
代
替
の
通
信
設
備
を
以
て
施
行
規
則
第

2
8
条
第
１
項
第
２
号
の
⑴
の
㈡
の
無
線
設
備
の
機
器
の
施
設
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

 

９
 
施

行
規

則
第

28
条

第
１

項
第

３
号

の
⑴

の
㈡

の
無

線
設

備
の

機
器

に
は
中

短
波

帯
の

送
信

及
び

受
信

の

機
能

並
び

に
狭

帯
域

直
接

印
刷

電
信

装
置

に
よ

る
通

信
の

機
能

を
、

同
号

の
⑷

の
㈣

の
受

信
機

に
は

中
短

波
帯

の
受

信
の

機
能

を
備

え
る

こ
と

を
要

し
な

い
。

ま
た

、
同

条
第

７
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

場
合

に
あ

っ
て

は
同

項
の

無
線

電
信

に
よ

る
通

信
及

び
印

字
機

能
を

要
し

な
い

も
の

と
し

、
同

条
第

８
項

の
規

定
に

よ
る

同
条

第
１

項
の

機
器

は
備

え
る

こ
と

を
要

し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

[
1
0
 
略

]
 

[
1
0
 

同
左

]
 

1
1
 
施
行
規
則
第

2
8条

第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
船
舶
に
お
い
て
、
同

号
の
⑴
の
㈡
の
無
線
設
備
の
機
器
が

常
に
陸
上
と
の
間
で
船
舶
の
運
航
に
関
す
る
通
信
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
イ
ン
マ
ル

サ
ツ
ト
船
舶
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｃ
型
又
は
第

1
2
条
第
５
項
第
２
号
に
規
定
す
る
船
舶
地
球
局
の
う

ち
1
,
6
21
.
35
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら

1,
6
26
.
5
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
（
施
行
規
則
第

2
8
条
第

7
項
の
定
め
る
通
信
範
囲
の
場
合
を
除
く
。
）
又
は

短
波
帯
の
無
線
設
備

(
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装

置
及
び
無
線
電
話

)
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

 

11
 

施
行
規

則
第

28
条

第
１

項
第

３
号

の
⑴

の
㈡

の
無

線
設

備
の

機
器

に
は
、

狭
帯

域
直

接
印

刷
電

信
装

置

に
よ

る
通

信
の

機
能

を
備

え
る

こ
と

を
要

し
な

い
。

ま
た

、
同

条
第

７
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

同
項

の
無

線
電

信
に

よ
る

通
信

及
び

印
字

の
機

能
を

要
し

な
い

も
の

と
す

る
。

 

1
2
 
施
行
規
則
第

2
8条

第
７
項
の
イ
ン
マ
ル
サ
ツ
ト
人
工
衛
星
局
の
通
信
範
囲
で
あ
れ
ば
、

施
行
規
則
第

28
条

第
１
項
第
２
号
の
⑴
の
㈡
の
無
線
設
備
及
び
同
項
第
３
号
の
⑷
の
㈣
の
受
信
機
は
備
え
る
こ
と
を
要
し
な
い

も
の
と
す
る
。

 

12
 

施
行
規

則
第

28
条

第
１

項
第

３
号

の
⑴

の
㈡

の
無

線
設

備
の

機
器

に
は
中

短
波

帯
の

送
信

及
び

受
信

の

機
能

を
、

同
号

の
⑷

の
㈣

の
受

信
機

に
は

中
短

波
帯

の
受

信
の

機
能

を
備

え
る

こ
と

を
要

し
な

い
。

ま

た
、

同
条

第
７

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
同

条
第

８
項

の
規

定
に

よ
る

同
条

第
１

項
第

２
号

の
⑴

の
㈡

及
び

⑷
の

㈣
の

機
器

は
備

え
る

こ
と

を
要

し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

1
3
 
削
除
 

13
 

施
行
規

則
第

28
条

第
１

項
第

３
号

の
⑷

の
㈣

の
受

信
機

に
は

、
中

短
波
帯

の
受

信
の

機
能

を
備

え
る

こ

と
を

要
し

な
い

。
ま

た
、

同
条

第
７

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
同

条
第

８
項

の
規

定
に

よ
る

同
条

第
１

項
第

２
号

の
⑷

の
㈣

の
機

器
は

備
え

る
こ

と
を

要
し

な
い

も
の

と
す

る
。

 

1
4
 
船
舶
設
備
規
程
第

31
1
条
の

2
2
の
規
定
に
よ
り
、
管
海
官
庁
が
航
海
の
態
様
等
を
考
慮
し
て
差
し
支
え
な

い
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
施
行
規
則
第

2
8
条
第
１
項
第
２
号
の
⑴
の
㈡
の
無
線
設
備
及
び
同
項
第
３

号
の
⑷
の
㈣
の
受
信
機
は
備
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

 

14
 

船
舶
の

航
行

中
に

お
い

て
中

短
波

帯
の

無
線

設
備

に
よ

り
当

該
船

舶
を
運

航
す

る
た

め
に

必
要

な
陸

上

と
の

間
の

通
信

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
船

舶
の

義
務

船
舶

局
は

、
施

行
規

則
第

28
条

第
１

項
第

３
号

の
⑴

の
㈡

の
無

線
設

備
の

機
器

に
は

短
波

帯
の

送
信

及
び

受
信

の
機

能
を

、
同

号
の

⑷
の

㈣
の

受
信

機
に

は
短

波
帯

の
受

信
の

機
能

を
備

え
る

こ
と

を
要

し
な

い
。

 

[
1
5
～

2
7 

略
]
 

[
1
5
～

27
 

同
左

]
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る
。 



 

一
三 

附 

則 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

令
和
七
年
一
月
一
日
に
中
短
波
帯
及
び
短
波
帯
（
四
MHz

を
超
え
二
六
・
一
七
五
MHz

以
下
の
周
波
数
帯
を
い
う
。
）

の
無
線
設
備
（
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
、
無
線
電
話
及
び
狭
帯
域
直
接
印
刷
電
信
装
置
に
よ
る
通
信
（
国
際
航
海

に
従
事
し
な
い
船
舶
の
義
務
船
舶
局
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
及
び
無
線
電
話
に
よ
る
通
信

と
す
る
。
）
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
）
を
設
置
し
て
い
る
船
舶
の
義
務
船
舶
局
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
機
器

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
機
器
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
十
八
年
総
務
省
告
示
第
六
百
号
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



一 

○
総
務
省
告
示
第
四
百
五
十
八
号 

 

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
八
条
第
二
項
第
十
六
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
平
成
二
十
年
総
務
省
告
示
第
二
百
八
十
八
号
（
船
舶
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
レ
ー
ダ
ー
の
技
術
的
条
件
を

定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

二 

  
 

 

 
 

改 
 

正 
 

後 
 

改 
 

正 
 

前 
一 
指
示
器
は
次
の
条
件
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

一 

［
同
上
］ 

［
１ 
略
］ 

［
１ 

同
上
］ 

２ 

船
舶
の
総
ト
ン
数
別
に
よ
る
レ
ー
ダ
ー
の
指
示
器
の
表
示
画
面
の
直
径
及
び
捕
捉
す
べ
き
物
標
数
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。 

 

２ 

船
舶
の
総
ト
ン
数
別
に
よ
る
レ
ー
ダ
ー
の
指
示
器
の
表
示
画
面
の
直
径
、
表
示
領
域
及
び
捕
捉
す
べ
き
物

標
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

船
舶
の
総
ト

ン
数 

総
ト
ン
数
一
〇
、
〇
〇
〇

ト
ン
以
上
の
船
舶 

総
ト
ン
数
五
〇
〇
ト
ン
以

上
一
〇
、
〇
〇
〇
ト
ン
未

満
の
船
舶 

総
ト
ン
数
五
〇
〇
ト
ン

未
満
の
船
舶 

 
 
 
 

船
舶
の
総
ト

ン
数 

総
ト
ン
数
一
〇
、
〇
〇

〇
ト
ン
以
上
の
船
舶 

総
ト
ン
数
五
〇
〇
ト
ン
以

上
一
〇
、
〇
〇
〇
ト
ン
未

満
の
船
舶 

総
ト
ン
数
五
〇
〇
ト
ン

未
満
の
船
舶 

 

 
 

区
別 

 
 
 
 

区
別 

 
 

 

指
示
器
の
映
像
表
示
画
面

の
最
小
直
径 

三
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

二
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

一
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル  

 

指
示
器
の
映
像
表
示
画
面

の
最
小
直
径 

三
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

二
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

一
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

 

 
 

 
 

 
 
 

指
示
器
の
最
小
表
示
領
域 

三
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

四
方 

二
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
四

方 

一
九
・
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
四
方 

 

 

［
略
］ 

 
 

［
同
上
］ 

 

［
３ 

略
］ 

 

［
３ 

同
上
］ 

［
二
～
十 

略
］ 

［
二
～
十 

同
上
］ 

十
一 

船
舶
自
動
識
別
物
標
は
、
次
の
条
件
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

十
一 

［
同
上
］ 

［
１
・
２ 

略
］ 

［
１
・
２ 

同
上
］ 

３ 

指
示
器
の
表
示
画
面
に
お
い
て
船
舶
自
動
識
別
装
置
の
状
態
は
、
Ｉ
Ｅ
Ｃ
規
格
（
国
際
電
気
標
準
会
議
の

規
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

 
6
2
2
88
 

の
規
定
に
従
い
表
示
で
き
る
こ
と
。 

３ 

指
示
器
の
表
示
画
面
に
お
い
て
船
舶
自
動
識
別
装
置
の
状
態
は
、
Ｉ
Ｅ
Ｃ
規
格
（
国
際
電
気
標
準
会
議
の

規
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

 
6
2
3
88
 

の
規
定
に
従
い
表
示
で
き
る
こ
と
。 

［
４
～
７ 

略
］ 

［
４
～
７ 

同
上
］ 

［
十
二
～
十
九 

略
］ 

［
十
二
～
十
九 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



一 
 ○

総
務
省
告
示
第
四
百
五
十
九
号 

 

無
線
局
運
用
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
第
五
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
五

十
九
年
郵
政
省
告
示
第
九
百
六
十
四
号
（
海
上
移
動
業
務
に
使
用
す
る
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
の
使
用
区
別
を
定
め

る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

 
 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
下
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ

に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。 



二 
 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 
船
舶
局
が
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数

 
１

 
［
同
左
］

 

⑴
 

4
,
00
0
k
H
z未

満
の
周
波
数

 
⑴

 
［
同
左
］

 

［
ア
～
イ

 
略
］
 

［
ア
～
イ

 
同
左
］

 

 
ウ

 
狭
帯
域
直
接
印
刷
電
信
用

 
ウ

 
［
同
左
］

 

 
使
用
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数

(
k
H
z) 

 
 

使
用
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数

(
k
H
z) 

 

 
F
1
B 

 
 

F
1
B 

 

 
2
,
1
4
7
⑴

 
 

 
2
,
1
7
4
.
5⑴

 
2,
1
4
7
⑵

 
 

注
 
⑴
は
、
ス
エ
ズ
運
河
を
航
行
す
る
船
舶
の
船
舶
局
が
外
国
の
海
岸
局
と
通
信
を
行
う
場
合
に
限
る
。

 
注
１

 
⑴
は
、
遭
難
通
信
、
緊
急
通
信
及
び
安
全
通
信
を
行
う
場
合
に
限
る
。

 

 
２

 
⑵
は
、
ス
エ
ズ
運
河
を
航
行
す
る
船
舶
の
船
舶
局
が
外
国
の
海
岸
局
と
通
信
を
行
う
場
合
に
限
る
。

 

［
エ

 
略
］

 
［
エ

 
同
左
］
 

⑵
 

4
,
00
0
k
H
z以

上
2
6,
1
7
5
kH
z
未
満
の
周
波
数

 
⑵

 
［
同
左
］

 

［
ア

 
略
］

 
［
ア

 
同
左
］
 

イ
 
狭
帯
域
直
接
印
刷
電
信
用

 
イ

 
［
同
左
］

 

 
使
用
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数

(
k
H
z) 

 
 

使
用
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数

(
k
H
z) 

 

 
呼
出
し
、
応
答
及
び
準
備
信
号
の
送
信
そ
の
他
全
て
の
通
信

 
 

 
呼
出
し
、
応
答
及
び
準
備
信
号
の
送
信
そ
の
他
全
て
の
通
信

 
 

 
F
1
B 

 
 

F
1
B 

 

 
4
,
1
7
2
.
5 

4
,
1
7
3 

4
,
1
7
3
.
5 

4
,
1
7
4 

4
,
1
7
4
.
5 

4
,
1
7
5 

4
,
1
7
5
.
5 

4
,
1
7
6 

4
,
1
7
6
.
5 

4
,
1
7
7 

 

4
,
1
7
8 

4
,
1
7
8
.
5 

4
,
1
8
0
.
5⑵

 

4
,
1
8
1
 
⑵
 

4
,
1
8
1
.
5⑵

 

4
,
2
0
5
 
⑵
 

 
 

4
,
1
7
2
.
5 

4
,
1
7
3 

4
,
1
7
3
.
5 

4
,
1
7
4 

4
,
1
7
4
.
5 

4
,
1
7
5 

4
,
1
7
5
.
5 

4
,
1
7
6 

4
,
1
7
6
.
5 

4
,
1
7
7 

4
,
1
7
7
.
5⑴

 

4
,
1
7
8 

4
,
1
7
8
.
5 

4
,
1
8
0
.
5⑶

 

4
,
1
8
1
 
⑶
 

4
,
1
8
1
.
5⑶

 

4
,
2
0
5
 
⑶
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6
,
2
6
3 

6
,
2
6
3
.
5 

6
,
2
6
4 

6
,
2
6
4
.
5 

6
,
2
6
5 

6
,
2
6
5
.
5 

6
,
2
6
6 

6
,
2
6
6
.
5 

6
,
2
6
7 

6
,
2
6
7
.
5 

 

6
,
2
6
8
.
5 

6
,
2
6
9 

6
,
2
6
9
.
5 

6
,
2
7
0
 
⑵
 

6
,
2
7
0
.
5⑵

 

6
,
2
7
1
 
⑵
 

6
,
2
7
1
.
5⑵

 

6
,
2
7
2
 
⑵
 

6
,
2
7
2
.
5⑵

 

6
,
2
7
3
 
⑵
 

6
,
2
7
3
.
5⑵

 

6
,
2
7
4
 
⑵
 

6
,
2
7
4
.
5⑵

 

6
,
2
7
5
 
⑵
 

6
,
2
7
5
.
5⑵

 

6
,
2
8
1
 
⑵
 

6
,
2
8
1
.
5⑵

 

6
,
2
8
2
 
⑵
 

6
,
2
8
2
.
5⑵

 

6
,
2
8
3
 
⑵
 

6
,
2
8
3
.
5⑵

 

6
,
2
8
4
 
⑵
 

6
,
2
8
4
.
5⑵

 

6
,
3
1
0
 
⑵
 

 

8
,
3
7
7 

6
,
2
6
3 

6
,
2
6
3
.
5 

6
,
2
6
4 

6
,
2
6
4
.
5 

6
,
2
6
5 

6
,
2
6
5
.
5 

6
,
2
6
6 

6
,
2
6
6
.
5 

6
,
2
6
7 

6
,
2
6
7
.
5 

6
,
2
6
8
 
⑴
 

6
,
2
6
8
.
5 

6
,
2
6
9 

6
,
2
6
9
.
5 

6
,
2
7
0
 
⑶
 

6
,
2
7
0
.
5⑶

 

6
,
2
7
1
 
⑶
 

6
,
2
7
1
.
5⑶

 

6
,
2
7
2
 
⑶
 

6
,
2
7
2
.
5⑶

 

6
,
2
7
3
 
⑶
 

6
,
2
7
3
.
5⑶

 

6
,
2
7
4
 
⑶
 

6
,
2
7
4
.
5⑶

 

6
,
2
7
5
 
⑶
 

6
,
2
7
5
.
5⑶

 

6
,
2
8
1
 
⑶
 

6
,
2
8
1
.
5⑶

 

6
,
2
8
2
 
⑶
 

6
,
2
8
2
.
5⑶

 

6
,
2
8
3
 
⑶
 

6
,
2
8
3
.
5⑶

 

6
,
2
8
4
 
⑶
 

6
,
2
8
4
.
5⑶

 

6
,
3
1
0
 
⑶
 

8
,
3
7
6
.
5⑴

 

8
,
3
7
7 



四 
 

 

8
,
3
7
7
.
5 

8
,
3
7
8 

8
,
3
7
8
.
5 

8
,
3
7
9 

8
,
3
7
9
.
5⑴

 

8
,
3
8
0 

8
,
3
8
0
.
5 

8
,
3
8
1 

8
,
3
8
1
.
5 

8
,
3
8
2 

8
,
3
8
2
.
5 

8
,
3
8
3 

8
,
3
8
3
.
5 

8
,
3
8
4
 
⑵
 

8
,
3
8
4
.
5⑵

 

8
,
3
8
5
 
⑵
 

8
,
3
8
5
.
5⑵

 

8
,
3
8
6
 
⑵
 

8
,
3
8
6
.
5⑵

 

8
,
3
8
7
 
⑵
 

8
,
3
8
7
.
5⑵

 

8
,
3
8
8
 
⑵
 

8
,
3
8
8
.
5⑵

 

8
,
3
8
9
 
⑵
 

8
,
3
8
9
.
5⑵

 

8
,
3
9
0
 
⑵
 

8
,
3
9
0
.
5⑵

 

8
,
3
9
1
 
⑵
 

8
,
3
9
1
.
5⑵

 

8
,
3
9
2
 
⑵
 

8
,
3
9
2
.
5⑵

 

8
,
3
9
3
 
⑵
 

8
,
3
9
3
.
5⑵

 

8
,
3
9
4
 
⑵
 

8
,
3
9
4
.
5⑵

 

8
,
3
9
5
 
⑵
 

8
,
3
9
5
.
5⑵

 

8
,
3
7
7
.
5 

8
,
3
7
8 

8
,
3
7
8
.
5 

8
,
3
7
9 

8
,
3
7
9
.
5⑵

 

8
,
3
8
0 

8
,
3
8
0
.
5 

8
,
3
8
1 

8
,
3
8
1
.
5 

8
,
3
8
2 

8
,
3
8
2
.
5 

8
,
3
8
3 

8
,
3
8
3
.
5 

8
,
3
8
4
 
⑶
 

8
,
3
8
4
.
5⑶

 

8
,
3
8
5
 
⑶
 

8
,
3
8
5
.
5⑶

 

8
,
3
8
6
 
⑶
 

8
,
3
8
6
.
5⑶

 

8
,
3
8
7
 
⑶
 

8
,
3
8
7
.
5⑶

 

8
,
3
8
8
 
⑶
 

8
,
3
8
8
.
5⑶

 

8
,
3
8
9
 
⑶
 

8
,
3
8
9
.
5⑶

 

8
,
3
9
0
 
⑶
 

8
,
3
9
0
.
5⑶

 

8
,
3
9
1
 
⑶
 

8
,
3
9
1
.
5⑶

 

8
,
3
9
2
 
⑶
 

8
,
3
9
2
.
5⑶

 

8
,
3
9
3
 
⑶
 

8
,
3
9
3
.
5⑶

 

8
,
3
9
4
 
⑶
 

8
,
3
9
4
.
5⑶

 

8
,
3
9
5
 
⑶
 

8
,
3
9
5
.
5⑶
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8
,
3
9
6
 
⑵
 

1
2
,
4
7
7 

1
2
,
4
7
7
.5 

1
2
,
4
7
8 

1
2
,
4
7
8
.5 

1
2
,
4
7
9 

1
2
,
4
7
9
.5 

1
2
,
4
8
0 

1
2
,
4
8
0
.5 

1
2
,
4
8
1 

1
2
,
4
8
1
.5 

1
2
,
4
8
2 

1
2
,
4
8
2
.5 

1
2
,
4
8
3 

1
2
,
4
8
3
.5 

1
2
,
4
8
4 

1
2
,
4
8
4
.5 

1
2
,
4
8
5 

1
2
,
4
8
5
.5 

1
2
,
4
8
6 

1
2
,
4
8
6
.5 

1
2
,
4
8
7 

1
2
,
4
8
7
.5
⑴

 

1
2
,
4
8
8 

1
2
,
4
8
8
.5 

1
2
,
4
8
9 

1
2
,
4
8
9
.5 

1
2
,
4
9
0 

1
2
,
4
9
0
.5 

1
2
,
4
9
1 

1
2
,
4
9
1
.5 

1
2
,
4
9
2 

1
2
,
4
9
2
.5 

1
2
,
4
9
3 

1
2
,
4
9
3
.5 

1
2
,
4
9
4 

1
2
,
4
9
4
.5 

8
,
3
9
6
 
⑶
 

1
2
,
4
7
7 

1
2
,
4
7
7
.5 

1
2
,
4
7
8 

1
2
,
4
7
8
.5 

1
2
,
4
7
9 

1
2
,
4
7
9
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1
2
,
4
8
0 

1
2
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,
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8
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,
4
8
5
.5 

1
2
,
4
8
6 

1
2
,
4
8
6
.5 

1
2
,
4
8
7 

1
2
,
4
8
7
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1
2
,
4
8
8 

1
2
,
4
8
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1
2
,
4
8
9 

1
2
,
4
8
9
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1
2
,
4
9
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2
,
4
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0
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1
2
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4
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4
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と
通
信
を
行
う
場
合
に
限
る
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波
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海
岸
局
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通
信
を
行
う
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合
に
限
る
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⑴
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、
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難
通
信
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通
信
又
は
安
全
通
信
を
行
う
場
合
に
限
る
。

 

２
 
⑴
は
、
海
上
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安
庁
の
海
岸
局
と
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通
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に
関
す

る
通
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を
行
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場
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に
も
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
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す
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デ
ー
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行
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上
移
動
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局
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混
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を
容
認
す
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場
合
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限
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用
す
る
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と
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る
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を
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混
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を
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す

る
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合
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用
す
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と
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き
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は
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こ
の
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波
数
の
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内
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選
択
呼
出
し
を
行
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場
合
に
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る
。
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波
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出
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4
6
7
.
5
8
43
7
5 

 
 

 
 

4
6
7
.
5
8
43
7
5 

 

 
［
注
 
略
］

 
［
注

 
同
左
］

 

［
４

 
略
］

 
 

 
［
４

 
同
左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 



一 

○
総
務
省
告
示
第
四
百
六
十
号 

 

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
十
三
条
の
三
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
三
十
年
総
務
省
告
示
第
三
百
四
十
号
（
船
上
通
信
局
又
は
船
舶
局
が
船
上
通
信
設
備
を
使
用
し
て
通
信
を
行
う
場

合
の
Ｆ
一
Ｄ
電
波
及
び
Ｆ
一
Ｅ
電
波
又
は
Ｆ
三
Ｅ
電
波
四
五
〇 

MHz  

を
超
え
四
七
〇 

MHz  

以
下
の
周
波
数
を
定
め
る
件
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

二 

 

 
 

 

改 
 

正 
 

後 
 

改 
 

正 
 

前 
船
上
通
信
局
又
は
船
舶
局
が
船
上
通
信
設
備
を
使
用
し
て
通
信
を
行
う
場
合
の
Ｆ
一
Ｄ
電
波
及
び
Ｆ
一
Ｅ

電
波
又
は
Ｆ
三
Ｅ
電
波
四
五
〇
ＭＨｚ

を
超
え
四
七
〇
ＭＨｚ

以
下
の
周
波
数
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

船
上
通
信
局
又
は
船
舶
局
が
船
上
通
信
設
備
を
使
用
し
て
通
信
を
行
う
場
合
の
Ｆ
一
Ｄ
電
波
及
び
Ｆ
一
Ｅ

電
波
又
は
Ｆ
三
Ｅ
電
波
四
五
〇
ＭＨｚ

を
超
え
四
七
〇
ＭＨｚ

以
下
の
周
波
数
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

電
波
の
型
式 

 
 

 
 

 
 

 

周 

波 

数 
 
 

電
波
の
型
式 

 
 

 
 

 
 

 

周 

波 

数 
 

 

Ｆ
一
Ｄ
及
び
Ｆ
一
Ｅ 

四
五
七

・
五
一
五
六
二
五
ＭＨｚ

以
上
四
五
七

・
五
八
四
三
七
五
ＭＨｚ

以
下
の
周
波
数

で
あ
っ
て
、
四
五
七

・
五
一
五
六
二
五
ＭＨｚ

及
び
四
五
七

・
五
一
五
六
二
五
ＭＨｚ

に

六

・
二
五
ｋＨｚ

の
自
然
数
倍
を
加
え
た
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
周
波
数
に
一
〇
ＭＨｚ

を
加
え
た
も
の 

 
 

Ｆ
一
Ｄ
及
び
Ｆ
一
Ｅ 

四
五
七

・
五
一
五
六
二
五
ＭＨｚ

以
上
四
五
七

・
五
八
四
三
七
五
ＭＨｚ

以
下
の
周
波
数

で
あ
っ
て
、
四
五
七

・
五
一
五
六
二
五
ＭＨｚ

及
び
四
五
七

・
五
一
五
六
二
五
ＭＨｚ

に

六

・
二
五
ｋＨｚ

の
自
然
数
倍
を
加
え
た
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
周
波
数
に
一
〇
ＭＨｚ

を
加
え
た
も
の 

 

 

四
五
七

・
五
二
五
〇
ＭＨｚ

以
上
四
五
七

・
五
七
五
〇
ＭＨｚ

以
下
の
周
波
数
で
あ
っ
て

、
四
五
七

・
五
二
五
〇
ＭＨｚ

及
び
四
五
七

・
五
二
五
〇
ＭＨｚ

以
下
に
一
二

・
五
ｋＨｚ

の

自
然
数
倍
を
加
え
た
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
周
波
数
に
一
〇
ＭＨｚ

を
加
え
た
も
の 

 
 

 
 

 [

略]
 

[

略]
 

 
 [

同
上]

 
[

同
上]

 
 

 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



一 

○
総
務
省
告
示
第
四
百
六
十
一
号 

 

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
二
十
八
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
平
成
四
年
郵
政
省
告
示
第
六
十
一
号
（
船
舶
の
入
港
中
に
定
期
に
行
う
義
務
船
舶
局
等
の
無
線
設
備
の
点
検
の
方

法
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

二 

 

          
 

 
 

改 
 

正 
 

後 
 

改 
 

正 
 

前 
別
表 

別
表 

 
無 

線 

設 

備 

の 

機 

器 

点 

検 

の 

項 

目 
 
 

無 

線 

設 

備 

の 

機 

器 

点 

検 

の 

項 

目 
 

 

一 

送
信
設
備
及
び
受

信
設
備
の
機
器 

［
⑴ 

略
］ 

［
略
］ 

［
略
］ 

 
 

［
一 

同
上
］ 

［
⑴ 

同
上
］ 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

 

 
 

⑵ 

中
短
波
帯
の
無
線
設
備

の
機
器
並
び
に
中
短
波
帯

及
び
短
波
帯
の
無
線
設
備

の
機
器 

［
略
］ 

 

［
略
］ 

 

 
 
 

⑵ 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

５ 

デ
ジ
タ
ル
選
択

呼
出
装
置
の
機
能

の
確
認 

ア 

遭
難
警
報
の
記
憶

機
能
の
良
否 

イ 

試
験
機
能
を
用
い

た
試
験
の
良
否 

 
 
 

 

５ 

デ
ジ
タ
ル
選
択

呼
出
装
置
の
機
能

の
確
認 

ア 

遭
難
警
報
の
記
憶

機
能
の
良
否 

イ 

試
験
機
能
を
用
い

た
試
験
の
良
否 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

６ 

狭
帯
域
直
接
印

刷
電
信
装
置
の
機

能
等
の
確
認 

ア 

試
験
機
能
を
用
い

た
試
験
の
良
否 

イ 

記
録
紙
等
の
消
耗

品
の
有
無 

 

 

［
略
］ 

［
略
］ 

［
略
］ 
［
略
］ 

 
 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

 

 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



 

三 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

令
和
七
年
一
月
一
日
に
現
に
船
舶
に
設
置
し
て
い
る
狭
帯
域
直
接
印
刷
電
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ

る
改
正
後
の
平
成
四
年
郵
政
省
告
示
第
六
十
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
告
示
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
そ

の
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

 



一 

○
総
務
省
告
示
第
四
百
六
十
二
号 

 

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
二
十
八
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
平
成
四
年
郵
政
省
告
示
第
九
十
一
号
（
電
波
法
施
行
規
則
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
機
器
を
備
え
る
こ
と
が
困

難
又
は
不
合
理
で
あ
る
場
合
の
予
備
設
備
の
機
器
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て

掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
下
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ

て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



 

二
 

  
 

改 
 

正 
 

後 
 

改 
 

正 
 

前 

施
行
規
則
第

2
8
条
の
５
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
１
項
の
機
器
を
備
え

る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で

あ
る
場
合
の
予
備
設
備
の
機
器
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
義
務
船
舶
局
等

の
区
分
に
応
じ
て
、
同
表
の
右
欄

に
掲
げ
る
無
線
設
備
の
機
器
と
す
る
。

 

[
同
左

]
 

 
当
該
義
務
船
舶
局
等
の
あ
る
船
舶
の
区
分

 
無

線
設

備
の

機
器

(
○

印
を

付
し

た
も

の
と

す
る

。
)
  

 
当

該
義

務
船

舶
局

等
の

あ
る

船
舶
の

区
分

 
無

線
設

備
の

機
器

(
○

印
を

付
し

た
も

の
と

す
る

。
)
 

 

 
国

際
航

海

従
事

の
有

無
 

船
舶

の
種

類
 

施
行

規
則

第
2
8
条

第

１
項

各
号

の
航

行
す

る
海

域
に

応
じ

た
船

舶
の

区
分

 

総
ト

ン
数

 
施

行
規

則

第
2
8
条

第

１
項

第
１

号
の

⑴
の

無
線

設
備

 

施
行

規
則

第
2
8
条

第

１
項

第
２

号
の

⑴
の

㈡
の

無
線

設
備

 

短
波

帯
の

無
線

設
備

(
デ

ジ
タ

ル
選

択
呼

出
装

置
及

び
無

線
電

話
に

よ
る

通
信

が
可

能
な

も
の

に
限

る
。

)
及

び
短

波
帯

の
デ

ジ
タ

ル
選

択
呼

出
専

用
受

信
機

又
は

中
短

波
帯

及
び

短
波

帯
の

無
線

設
備

（
デ

ジ
タ

ル
選

択
呼

出
装

置
及

び
無

線
電

話
に

よ
る

通
信

が
可

能
な

も
の

に
限

る
。

)
及

 

イ
ン

マ
ル

サ
ッ

ト
船

舶
地

球
局

の
イ

ン
マ

ル
サ

ッ
ト

Ｃ
型

の
無

線
設

備
又

は
施

行
規

則
第

1
2
条

第
５

項
第

２
号

に
規

定
す

る
船

舶
地

球
局

の
う

ち

1
,
6
21
.
3

5
M
H
z
か

ら

1
,
62
6
.5
M

H
z
ま

で
の

周
波

数
の

電
波

を
使

用
す

る
無

線
設

備
 

当
該

義
務

船
舶

局
等

の
あ

る
船

舶
の

航
行

す
る

海
域

に
応

じ
て

当
該

船
舶

を
運

航
す

る
た

め
に

必
要

な
陸

上
と

の
間

の
通

信
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

無
線

設
備

 

 
 
国

際
航

海

従
事

の
有

無
 

船
舶

の
種

類
 

施
行

規
則

第
28

条
第

１
項

各
号

の
航

行
す

る
海

域
に

応
じ

た
船

舶
の

区
分

 

総
ト

ン
数

 
施

行
規

則

第
2
8
条

第

１
項

第
１

号
の

⑴
の

無
線

設
備

 

施
行

規
則

第
28

条
第

１
項

第
２

号
の

⑴
の

㈡
の

無
線

設
備

 

短
波

帯
の

無
線

設
備

(
デ

ジ
タ

ル
選

択
呼

出
装

置
及

び
無

線
電

話
に

よ
る

通
信

が
可

能
な

も
の

に
限

る
。

)
及

び
短

波
帯

の
デ

ジ
タ

ル
選

択
呼

出
専

用
受

信
機

 

イ
ン

マ
ル

サ
ッ

ト
船

舶
地

球
局

の
イ

ン
マ

ル
サ

ッ
ト

Ｃ
型

の
無

線
設

備
又

は
施

行
規

則
第

12
条

第
６

項
第

２
号

に
規

定
す

る
船

舶
地

球
局

の
う

ち

1
,
62
1
.3
5

M
H
z
か

ら

1
,
6
26
.
5M

Hz
ま

で
の

周
波

数
の

電
波

を
使

用
す

る
無

線
設

備
 

当
該

義
務

船
舶

局
等

の
あ

る
船

舶
の

航
行

す
る

海
域

に
応

じ
て

当
該

船
舶

を
運

航
す

る
た

め
に

必
要

な
陸

上
と

の
間

の
通

信
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

無
線

設
備

  



 

三
 

 
 

 
 

 
 

 
び

中
短

波

及
び

短
波

帯
の

デ
ジ

タ
ル

選
択

呼
出

専
用

受
信

機
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
国

際
航

海

に
従

事
す

る
船

舶
 

旅
客

船
 

施
行

規
則

第
2
8
条

第

１
項

第
２

号
の

船
舶

 

全
て

の
船

舶
 

○
 

○
 

注
１

 

○
 

注
１

 

○
 

注
１

 

 
 
 
国

際
航

海

に
従

事
す

る
船

舶
 

旅
客

船
 

施
行

規
則

第
28

条
第

１
項

第
２

号
の

船
舶

 

全
て

の
船

舶
 

○
 

 
○

 

注
１

 

○
 

注
１

 

 
 

 
施

行
規

則

第
2
8
条

第

１
項

第
３

号
の

船
舶

 

全
て

の
船

舶
 

 

○
 

○
 

○
 

注
１

 

注
２

 

○
 

注
１

 

注
３

 

 

 
 
 

施
行

規
則

第
28

条
第

１
項

第
３

号
の

船
舶

 

全
て

の
船

舶
 

注
２

 

○
 

 
 

○
 

注
３

 

 

 
 

 
そ

の
他

の

船
舶

 

施
行

規
則

第
2
8
条

第

１
項

第
１

号
の

船
舶

 

1
0
0
ト

ン

未
満

 

 
 

 
○

 

注
１

 

○
 

注
１

 

 
 

そ
の

他
の

船
舶

 

施
行

規
則

第
28

条
第

１
項

第
１

号
の

船
舶

 

1
0
0
ト

ン

未
満

 

 
 

 
○

 

注
１

 

○
 

注
１

 

 

 
施

行
規

則

第
2
8
条

第

１
項

第
２

号
の

船
舶

 

1
0
0
ト

ン

未
満

 

 
○

 

注
１

 

○
 

注
１

 

○
 

注
１

 

○
 

注
１

 

 
 

施
行

規
則

第
28

条
第

１
項

第
２

号
の

船
舶

 

1
0
0
ト

ン

未
満

 

 
○

 

注
１

 

○
 

注
１

 

○
 

注
１

 

○
 

注
１

 

 

 
3
0
0
ト

ン

未
満

 

○
 

○
 

注
４

 

○
 

注
４

 

○
 

注
４

 

○
 

注
４

 

 
 

3
0
0
ト

ン

未
満

 

○
 

 
○

 

注
４

 

○
 

注
４

 

○
 

注
４

 

 

 
そ

の
他

の

船
舶

 

○
 

○
 

注
１

 

○
 

注
１

 

○
 

注
１

 

 
 
 

そ
の

他
の

船
舶

 

○
 

 
○

 

注
１

 

○
 

注
１

 

 
 

 
施

行
規

則

第
2
8
条

第

１
項

第
３

号
の

船
舶

 

1
0
0
ト

ン

未
満

 

 
 

○
 

注
１

 

注
８

 

○
 

注
１

 

 
 
 

施
行

規
則

第
28

条
第

１
項

第
３

号
の

船
舶

 

1
0
0
ト

ン

未
満

 

 
 

○
 

注
１

 

○
 

注
１

 

 
 

 
3
0
0
ト

ン

未
満

 

○
 

注
９

 

 
○

 

注
１

 

注
８

 

○
 

注
１

 

 
 
 

3
0
0
ト

ン

未
満

 

○
 

 
○

 

注
１

 

○
 

注
１

 

 
 

 
そ

の
他

の

船
舶

 

○
 

 
○

 

注
１

 

注
２

 

○
 

注
１

 

注
３

 

 
 
 

そ
の

他
の

船
舶

 

注
２

 

○
 

 
 

○
 

注
３

 

 
 



 

四
 

 
国

際
航

海

に
従

事
し

な
い

船
舶

 

旅
客

船
 

施
行

規
則

第
2
8
条

第

１
項

第
２

号
の

船
舶

 

1
0
0
ト

ン

未
満

 

 
○

 

注
１

 

○
 

注
１

 

○
 

注
１

 

○
 

注
１

 

 
 
国

際
航

海

に
従

事
し

な
い

船
舶

 

旅
客

船
 

施
行

規
則

第
28

条
第

１
項

第
２

号
の

船
舶

 

1
0
0
ト

ン

未
満

 

 
○

 

注
１

 

○
 

注
１

 

○
 

注
１

 

○
 

注
１

 

 

 
そ

の
他

の

船
舶

 

○
 

 

○
 

注
１

 

○
 

注
１

 

○
 

注
１

 

 
 
 

そ
の

他
の

船
舶

 

○
 

 
○

 

注
１

 

○
 

注
１

 

 
 

 
施

行
規

則

第
2
8
条

第

１
項

第
３

号
の

船
舶

 

1
0
0
ト

ン

未
満

 

 
 

○
 

注
１

 

○
 

注
１

 

 
 
 

施
行

規
則

第
28

条
第

１
項

第
３

号
の

船
舶

 

1
0
0
ト

ン

未
満

 

 
 

○
 

注
１

 

○
 

注
１

 

 
 

 
そ

の
他

の

船
舶

 

○
 

注
９

 

 
○

 

注
１

 

○
 

注
１

 

 
 
 

そ
の

他
の

船
舶

 

○
 

 
○

 

注
１

 

○
 

注
１

 

 
 

 
漁

船
 

注
５

 

施
行

規
則

第
2
8
条

第

１
項

第
３

号
の

船
舶

 

1
0
0
ト

ン

未
満

 

 
 

○
 

注
６

 

○
 

注
６

 

 
 
 

漁
船

 

注
５

 

施
行

規
則

第
28

条
第

１
項

第
３

号
の

船
舶

 

1
0
0
ト

ン

未
満

 

 
 

○
 

注
６

 

○
 

注
６

 

 
 

 
そ

の
他

の

船
 

○
 

注
７

 

注
９

 

○
 

○
 

注
６

 

○
 

注
６

 

 
 
 

そ
の

他
の

船
 

○
 

注
７

 

 
○

 

注
６

 

○
 

注
６

 

 
 

 
そ

の
他

の

船
舶

 

 
 

施
行

規
則

第
2
8
条

第

１
項

第
３

号
の

船
舶

 

1
0
0
ト

ン

未
満

 

 
 

○
 

注
１

 

○
 

注
１

 

 
 
 

そ
の

他
の

船
舶

 

 
 

施
行

規
則

第
28

条
第

１
項

第
３

号
の

船
舶

 

1
0
0
ト

ン

未
満

 

 
 

○
 

注
１

 

○
 

注
１

 

 
 

 
そ

の
他

の

船
舶

 

○
 

注
９

 

 
○

 

注
１

 

○
 

注
１

 

 
 
 

そ
の

他
の

船
舶

 

○
 

 
○

 

注
１

 

○
 

注
１

 

 
 

 
 

[
注
１

 
略

]
 

[
注
１

 
同
左

]
 
 

注
２

 
中
短
波
帯
及
び
短
波
帯
の
無
線
設
備

(
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
及
び
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
が
可
能

な
も
の
に
限
る
。

)
及
び
中
短
波
及
び
短
波
帯
の
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
専
用
受
信
機
を
備
え
る
場
合
は
、

施
行
規
則
第

2
8
条
第
１
項
第
２
号
の
⑴
の
㈡
の
無
線
設
備
を
備
え
る
こ
と
を
要

し
な
い
。

 

注
２

 
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
船

舶
地
球
局
の
通

信
範
囲
内
の
み
を

航
行
す
る
船

舶
(
短
期
間
の
み
当
該
通
信
範
囲
を
超
え

て
航
行
す
る
船
舶
で
あ
っ
て
総
合

通
信
局
長
が
当
該

通
信
範
囲
内
の

み
を
航

行
す
る
船
舶
と
し
て
取

り
扱
う
こ
と

を
認
め
る
も
の
を
含
む
。

)
に
限
る
。

 

[
注
３
～
注
７

 
略

]
 

[
注
３
～
注
７

 
同
左

]
 

注
８

 
中
短
波
及
び
短
波
帯
の
無
線
設
備

(
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
及
び
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
が
可
能
な

も
の
に
限
る
。

)
及
び
中
短
波
及
び
短
波
帯
の
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
専
用
受
信
機
を
除
く
。

 

[
新
設

]
 

注
９

 
平
水
区
域
の
み
を
航
行
す
る
船
舶
又
は
、
船
舶
設
備
規
程
第
２
条
第
３

項
の
２
時
間
限
定
沿
海
船
等
は

備
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

 

[
新
設

]
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る
。 



 

五 

附 

則 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

令
和
七
年
一
月
一
日
に
現
に
船
舶
に
設
置
し
て
い
る
予
備
設
備
の
機
器
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前

の
平
成
四
年
郵
政
省
告
示
第
九
十
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
告
示
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
そ
の
設
置
が

継
続
す
る
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

 



一 

○
総
務
省
告
示
第
四
百
六
十
三
号 

 

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
二
十
八
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
平

成
四
年
郵
政
省
告
示
第
六
十
九
号
（
義
務
船
舶
局
等
の
遭
難
通
信
の
通
信
方
法
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
件
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

二 

 

    

  

 
 

改 
 

正 
 

後 
 

改 
 

正 
 

前 

［
一
～
二 

略
］ 

［
一
～
二 

同
上
］ 

三 

デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
及
び
無
線
電
話
に
よ
り
遭
難
通
信
を
送
信
す
る
電
波 

三 

デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
、
狭
帯
域
直
接
印
刷
電
信
装
置
及
び
無
線
電
話
に
よ
り
遭
難
通
信
を
送
信
す

る
電
波 

［
四
～
十
四 

略
］ 

［
四
～
十
四 

同
上
］ 

［
注 

略
］ 

［
注 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



一 

○
総
務
省
告
示
第
四
百
六
十
四
号 

 

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
条
の
五
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
年
郵
政
省
告
示
第
五
百
六
十
七
号
（
船
舶
局
及
び
海
岸
局
の
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
の

技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



二 

改

正

後

改

正

前

別
図
第
二
号

 
遭
難
警
報
の
た
め
の
選
択
呼
出
信
号
の
構
成
（
海
岸
局
の
装
置
は
除
く
。
）

 
別
図
第
二
号

 
遭
難
警
報
の
た
め
の
選
択
呼
出
信
号
の
構
成
（
海
岸
局
の
装
置
は
除
く
。
）
 

［
表
略
］
 

［
表
同
左
］

 

［
注
１
～
７

 
略
］

 
［
注
１
～
７

 
同
左
］

 

８
 
引
き
続
い
て
行
う
通
信
の
型
式
を
表
す
も
の
と
し
、
通
信
装
置
が
「
無
線
電
話
」
で
あ
る
第
一
テ
レ
コ
マ

ン
ド
を
別
表
第
一
号
に
従
っ
て

1
つ
の
コ
ー
ド
番
号
に
コ
ー
ド
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ク
ラ

ス
Ｂ
、
Ｄ
及
び
Ｅ
の
装
置
に
あ
っ
て
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

８
 
引
き
続
い
て
行
う
通
信
の
型
式
を
表
す
も
の
と
し
、
通
信
装
置
が
「
無
線
電
話
」
又
は
「
狭
帯
域
直
接
印
刷

電
信
装
置
」
で
あ
る
第
一
テ
レ
コ
マ
ン
ド
を
別
表
第
一
号
に
従
っ
て
１
つ
の
コ
ー
ド
番
号
に
コ
ー
ド
化
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ク
ラ
ス
Ｂ
、
Ｄ
及
び
Ｅ
の
装
置
に
あ
っ
て
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

 

［
⑴
・
⑵

 
略
］
 

［
⑴
・
⑵

 
同
左
］
 

［
９
・

10
 
略
］

 
［
９
・

10
 
同
左
］
 

備
考

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



 

三 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

令
和
七
年
一
月
一
日
に
現
に
船
舶
に
設
置
し
て
い
る
狭
帯
域
直
接
印
刷
電
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ

る
改
正
後
の
平
成
二
年
郵
政
省
告
示
第
五
百
六
十
七
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
告
示
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、

そ
の
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 



一 

○
総
務
省
告
示
第
四
百
六
十
五
号 

 

無
線
機
器
型
式
検
定
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
郵
政
省
令
第
四
十
号
）
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
十
一
年
郵
政
省
告
示
第
二
百
四
十
六
号
（
無
線
機
器
の
型
式
検
定
に
係
る
試
験
の
方
法
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
下
線

を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
削
る
。



 

二 

  

 
 

改 
 

正 
 

後 
 

改 
 

正 
 

前 

別
表

 
機
器
の
測
定
回
路
及
び
測
定
方
法

 
別
表

 
機
器
の
測
定
回
路
及
び
測
定
方
法

 

以
下
の
測
定
回
路
に
お
け
る
、
標
準
信
号
発
生
器
、
ス
ペ
ク
ト
ル
分
析
器
等
に
あ
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
、
１

×
1
0
-8
以
上
の
精
度
を
有
す
る
基
準
信
号
を
入
力
す
る
も
の
と
す
る
。
 

以
下
の
測
定
回
路
に
お
け
る
、
標
準
信
号
発
生
器
、
ス
ペ
ク
ト
ル
分
析
器
等
に
あ
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
、
１

×
1
0
-8
以
上
の
精
度
を
有
す
る
基
準
信
号
を
入
力
す
る
も
の
と
す
る
。
 

［
１
～

1
0
 
略
］

 
［
１
～

1
0
 
同
左
］

 

［
削
る
］
 

1
1

 
狭
帯
域
直
接
印
刷
電
信
装
置
の
機
器
 

 
⑴

 
マ
ー
ク
及
び
ス
ペ
ー
ス
周
波
数

 

測
定
回
路
及
び
測
定
方
法
は
、
９
⑶
に
同
じ
。

 

 
⑵

 
信
号
伝
送
速
度

 

測
定
回
路
及
び
測
定
方
法
は
、
９
⑷
に
同
じ
。

 

1
1

 
［
略
］
 

1
2

 
［
略
］
 

1
3

 
［
略
］
 

1
2

 
［
同
左
］
 

1
3

 
［
同
左
］
 

1
4

 
［
同
左
］
 

1
4
 
ナ
ブ
テ
ッ
ク
ス
受
信
機
の
機
器

 

 
 
試
験
を
行
う
周
波
数
は
、
使
用
可
能
な
周
波
数
と
す
る
。

 

 
 
測
定
回
路
及
び
測
定
方
法
は
、

1
2
に
同
じ
。

 

1
5
 
ナ
ブ
テ
ッ
ク
ス
受
信
機
の
機
器

 

 
 
試
験
を
行
う
周
波
数
は
、
使
用
可
能
な
周
波
数
と
す
る
。

 

 
 
測
定
回
路
及
び
測
定
方
法
は
、

1
3
に
同
じ
。

 

1
5
～

1
9
 
［
略
］

 
1
6
～

2
0
 
［
同
左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



一  

○
総
務
省
告
示
第
四
百
六
十
六
号 

 

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭

和
五
十
五
年
郵
政
省
告
示
第
三
百
二
十
九
号
（
船
舶
に
設
置
す
る
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
で
無
線
設
備
規
則
の

規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
も
の
及
び
そ
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



 

二  

 
 

 

改 
 

正 
 

後 
 

改 
 

正 
 

前 
一 
無
線
設
備
規
則
（
以
下
「
設
備
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
船
舶
に
設
置
す

る
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
で
あ
つ
て
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又

は
不
合
理
で
あ
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

［
同
上
］ 

１ 

空
中
線
電
力
が
一
七
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
（
九
GHz

帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
レ
ー
ダ
ー
で
あ
つ

て
、
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う

。
）
第
三
十
一
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
替
え
て
半
導
体
素
子
を
使
用
し
、
変

調
方
式
が
周
波
数
変
調
で
あ
つ
て
連
続
波
方
式
（
間
欠
的
連
続
波
方
式
を
除
く
。
）
以
外
の
方
式
で
送
信
す

る
も
の
に
限
る
。
） 

［
新
設
］ 

 

２ 

空
中
線
電
力
が
二
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
（
九
GHz

帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
レ
ー
ダ
ー
で

あ
つ
て
、
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
替
え
て
半
導
体
素
子

を
使
用
し
、
変
調
方
式
が
周
波
数
変
調
で
あ
つ
て
連
続
波
方
式
（
間
欠
的
連
続
波
方
式
を
除
く
。
）
に
よ
り

送
信
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

３ 

［
略
］ 

４ 

［
略
］ 

 

１ 

空
中
線
電
力
が
二
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
（
九
GHz

帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
レ
ー
ダ
ー
で

あ
つ
て
、
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と

い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
替
え
て
半
導
体
素
子
を
使
用
す

る
も
の
に
限
る
。
） 

 

２ 

［
同
上
］ 

３ 

［
同
上
］ 

二 

前
項
の
レ
ー
ダ
ー
の
技
術
的
条
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

１ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
レ
ー
ダ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

二 

［
同
上
］ 

 

１ 

［
同
上
］ 

 

㈠ 

使
用
す
る
周
波
数
は
、
九
・
三
GHz

か
ら
九
・
五
GHz

ま
で
と
し
、
電
波
の
型
式
が
Ｐ
〇
Ｎ
電
波
、
Ｑ
〇
Ｎ

電
波
又
は
Ｖ
〇
Ｎ
電
波
で
あ
る
こ
と
。 

㈠ 

Ｐ
〇
Ｎ
電
波
、
Ｑ
〇
Ｎ
電
波
、
Ｖ
〇
Ｎ
電
波
又
は
Ｆ
三
Ｎ
電
波
九
・
三
GHz

か
ら
九
・
五
GHz

ま
で
の
周
波

数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

［
㈡
～
㈤ 

略
］ 

［
削
る
］ 

  

㈥ 

［
略
］ 

㈦ 

［
略
］ 

㈧ 

Ｐ
〇
Ｎ
電
波
の
パ
ル
ス
幅
は
一
・
二
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下
、
Ｑ
〇
Ｎ
電
波
の
パ
ル
ス
幅
は
二
二
マ
イ
ク
ロ

秒
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

㈨ 

衝
撃
係
数
（
パ
ル
ス
幅
と
パ
ル
ス
周
期
と
の
比
を
い
う
。
）
は
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と

。 

㈩ 

一
秒
当
た
り
の
平
均
電
力
は
、
五
・
八
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

（十一）

 

尖
頭
電
力
と
出
力
で
き
る
最
も
広
い
パ
ル
ス
幅
の
積
は
、
一
秒
当
た
り
五
・
五
ワ
ッ
ト
に
一
〇
の
マ
イ

ナ
ス
三
乗
を
乗
じ
た
値
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
レ
ー
ダ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

㈠ 

使
用
す
る
周
波
数
は
、
九
・
三
GHz

か
ら
九
・
五
GHz

ま
で
と
し
、
電
波
の
型
式
が
Ｆ
三
Ｎ
電
波
又
は
Ｑ
〇

Ｎ
電
波
で
あ
る
こ
と
。 

㈡ 

Ｆ
三
Ｎ
電
波
又
は
Ｑ
〇
Ｎ
電
波
の
周
波
数
掃
引
時
間
は
二
二
マ
イ
ク
ロ
秒
を
超
え
二
ミ
リ
秒
以
下
で
あ

 

［
㈡
～
㈤ 

同
上
］ 

㈥ 

Ｐ
〇
Ｎ
電
波
の
パ
ル
ス
幅
は
一
・
二
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下
、
Ｑ
〇
Ｎ
電
波
（
Ｆ
Ｍ
／
Ｃ
Ｗ
の
場
合
を
除
く

。
）
の
パ
ル
ス
幅
は
二
二
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下
及
び
Ｑ
〇
Ｎ
電
波
（
Ｆ
Ｍ
／
Ｃ
Ｗ
の
場
合
に
限
る
。
）
又
は

Ｆ
三
Ｎ
電
波
の
周
波
数
掃
引
時
間
は
二
二
マ
イ
ク
ロ
秒
を
超
え
二
ミ
リ
秒
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

㈦ 

［
同
上
］ 

㈧ 

［
同
上
］ 

 

［
新
設
］ 

 ［
新
設
］ 

 

［
新
設
］ 

［
新
設
］ 

 ［
新
設
］ 

   



 

三  

 

る
こ
と
。 

㈢ 

前
号
㈡
か
ら
㈦
ま
で
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

３ 
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
レ
ー
ダ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

［
㈠
～
㈥ 

略
］ 

４ 

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
レ
ー
ダ
ー
で
あ
つ
て
、
三
二
・
三
GHz

か
ら
三
五
・
二
GHz

ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を

使
用
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

［
㈠
～
㈣ 

略
］ 

  ２ 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
レ
ー
ダ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

［
㈠
～
㈥ 

同
上
］ 

３ 

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
レ
ー
ダ
ー
で
あ
つ
て
、
三
二
・
三
GHz

か
ら
三
五
・
二
GHz

ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を

使
用
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

［
㈠
～
㈣ 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 



一 

○
総
務
省
告
示
第
四
百
六
十
七
号 

 

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
別
表
第
一
号

一
(３)

の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
八
十
八
号
（
特
性
試
験
の
試
験
方
法
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て

掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
す
る
。



 

二 

  

 
 

改 
 

正 
 

後 
 

改 
 

正 
 

前 
１ 
特
性
試
験
の
試
験
方
法
の
う
ち
、
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不
要
発
射
の
強
度
の
測
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
別

表
第
一
に
定
め
る
方
法
と
し
、
当
該
測
定
方
法
以
外
の
試
験
方
法
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特

定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
証
明
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に

定
め
る
無
線
設
備
の
種
別
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
表
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。 

 

１ 

［
同
上
］ 

 

無
線
設
備
の
種
別 

表 
 

 無
線
設
備
の
種
別 

表 
 

 

一
～
百 

［
略
］ 

 
 

一
～
百 

［
同
上
］ 

 

 

百
一 

証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
九
号
に
掲
げ
る
無
線
設
備 

別
表
第
五
十
九  
 

百
一 

証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
九
号
に
掲
げ
る
無
線
設
備 

別
表
第
五
十
九  

 

百
二 

証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
九
号
の
二
に
掲
げ
る
無
線
設
備 

別
表
第
五
十
九  

 
 

 
 

 

百
三 

証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
九
号
の
三
に
掲
げ
る
無
線
設
備 

別
表
第
五
十
九  

 
 

 
 

 

百
四
～
百
三
十
四 

［
略
］ 

 
 

百
二
～
百
三
十
二 

［
同
上
］ 

 

［
２
・
３ 

略
］ 

［
２
・
３ 

同
上
］ 

［
別
表
第
一
～
別
表
第
五
十
八

 
略
］

 
［
別
表
第
一
～
別
表
第
五
十
八

 
同
左
］

 

別
表
第
五
十
九

 
証
明
規
則
第
２
条
第
１
項
第

2
9
号
か
ら
第

2
9
号
の
３
ま
で
に
掲
げ
る
無
線
設
備
の
試
験
方
法

 
別
表
第
五
十
九

 
証
明
規
則
第
２
条
第
１
項
第

2
9
号
に
掲
げ
る
無
線
設
備
の
試
験
方
法

 

［
一
～
六

 
略
］

 
 

［
一
～
六

 
同
左
］

 

［
別
表
第
六
十
～
別
表
第
九
十
一

 
略
］

 
［
別
表
第
六
十
～
別
表
第
九
十
一

 
同
左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



一 

○
総
務
省
告
示
第
四
百
六
十
八
号 

 

電
波
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
七
号
）
第
十
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
三
十
七

年
郵
政
省
告
示
第
百
二
十
六
号
（
電
波
法
関
係
手
数
料
令
第
五
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
型
式
検
定
手
続
の
一
部
省
略

に
つ
い
て
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

二 

    
 

改 
 

正 
 

後 
 

改 
 

正 
 

前 

一 

電
波
法(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号)

第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
機
器
の
検
定
に
お
い
て
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
器
で
、
そ
の
構
成
が
型
式
検
定
に
合
格
し
た
同
種
の
機
器
の
構
成
と
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲

げ
る
事
項
の
一
の
み
に
つ
い
て
相
違
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
相
違
す
る
事
項
以
外
の
事
項
に
係
る
試
験
を

省
略
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

［
同
上

］ 

 

機 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

器 

構 

成 

事 

項 
  

 

機 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

器 

構 

成 

事 

項 
 
 

 

［
略
］ 

［
略
］ 

 
 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

 

 

法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
備
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
無
線
設
備
の
機
器(

船
舶
に
施
設
す

る
救
命
用
の
無
線
設
備
の
機
器
を
除
く
。)

 

デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置 

一 

信
号
処
理
部 

二 

入
出
力
部 

 
 

法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
備
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
無
線
設
備
の
機
器(

船
舶
に
施
設
す
る
救

命
用
の
無
線
設
備
の
機
器
を
除
く
。)

 

デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置 

一 

信
号
処
理
部 

二 

入
出
力
部 

 

 
 

 
 
 

狭
帯
域
直
接
印
刷
電
信
装
置 

一 

信
号
処
理
部 

二 

入
出
力
部 

 

 
［
略
］ 

［
略
］ 

 
 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

 

 

［
略
］ 

［
略
］ 

 
 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

 

［
二 

略
］ 

［
二 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



一 

○
総
務
省
告
示
第
四
百
六
十
九
号 

 

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
三
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二

年
郵
政
省
告
示
第
二
百
四
十
号
（
無
線
従
事
者
の
資
格
を
要
し
な
い
簡
易
な
操
作
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

二 

  

 
 

改 
 

正 
 

後 
 

改 
 

正 
 

前 
［
一
・
二 

略
］ 

［
一
・
二 

同
上
］ 

三 

施
行
規
則
第
三
十
三
条
第
八
号
の
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
簡
易
な
操
作
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

三 

［
同
上
］ 

［
１
～
５ 
略
］ 

［
１
～
５ 

同
上
］ 

６ 

次
に
掲
げ
る
無
線
設
備
の
外
部
の
転
換
装
置
の
技
術
操
作 

６ 

［
同
上
］ 

［
㈠
・
㈡ 

略
］ 

［
㈠
・
㈡ 

同
上
］ 

㈢ 

昭
和
五
十
五
年
郵
政
省
告
示
第
三
百
二
十
九
号
（
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
で
無
線
設
備
規
則
の

規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
も
の
及
び
そ
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
）
第
一
項

第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
レ
ー
ダ
ー
（
法
第
四
条
第
二
号
の
適
合
表
示
無
線
設
備
で
あ

っ
て
、
電
波
の
質
に
影
響
を
及
ぼ
す
外
部
の
転
換
装
置
の
な
い
も
の
に
限
る
。
） 

㈢ 

昭
和
五
十
五
年
郵
政
省
告
示
第
三
百
二
十
九
号
（
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
で
無
線
設
備
規
則
の

規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
も
の
及
び
そ
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
）
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
レ
ー
ダ
ー
（
法
第
四
条
第
二
号
の
適
合
表
示
無
線
設
備
で
あ
っ
て
、
電

波
の
質
に
影
響
を
及
ぼ
す
外
部
の
転
換
装
置
の
な
い
も
の
に
限
る
。
） 

［
㈣
・
㈤ 

略
］ 

［
㈣
・
㈤ 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



一 

○
総
務
省
告
示
第
四
百
七
十
号 

 

平
成
二
年
郵
政
省
告
示
第
五
百
七
十
七
号
（
狭
帯
域
直
接
印
刷
電
信
装
置
の
機
器
の
構
造
及
び
性
能
の
条
件
並
び
に

機
械
的
及
び
電
気
的
条
件
）
は
廃
止
す
る
。 

  
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

 



二 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

令
和
七
年
一
月
一
日
に
現
に
船
舶
に
設
置
し
て
い
る
狭
帯
域
直
接
印
刷
電
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
の
施

行
後
に
お
い
て
も
、
そ
の
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



一 

○
総
務
省
告
示
第
四
百
七
十
一
号 

 

無
線
従
事
者
規
則
（
平
成
二
年
郵
政
省
令
第
十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
五
年

郵
政
省
告
示
第
五
百
五
十
三
号
（
無
線
従
事
者
養
成
課
程
の
実
施
要
領
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し 

、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

二 

 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

別
表
第

一
号

 
無

線
工

学
 

別
表
第

一
号

 
無

線
工

学
 

［
１

 
略
］
 

［
１

 
同
左

］
 

２
 

海
上
資

格
（

第
三

級
海

上
無

線
通

信
士

、
第

四
級

海
上

無
線

通
信

士
、
第

一
級

海
上

特
殊

無
線

技
士

、
第

二

級
海

上
特
殊

無
線

技
士

、
第
三

級
海

上
特

殊
無

線
技

士
及

び
レ

ー
ダ

ー
級

海
上

特
殊

無
線

技
士

）
（

注
4
）

 

授
業

科
目

及
び
内

容
の

分
類

（
資

格
別

専
門

科

目
）

 

養
成

課
程

別
の
授

業
の

要
否
及

び
程

度
（

注
3
）

 

 
 

 
 

 
第

三

級
海

上
無

線
通

信
士

 

第
四

級
海

上
無

線
通

信
士

 

第
一

級
海

上
特

殊
無

線
技

士
 

第
二

級
海

上
特

殊
無

線
技

士
 

第
三

級
海

上
特

殊
無

線
技

士
 

レ
ー

ダ
ー

級
海

上
特

殊
無

線
技

士
 

授業科目
 

授
業

内
容

 

 
 

 

授
業

内

容
の

要

旨
 

授
業

内

容
の

詳

細
 

授
業

内

容
の

区

分
（

注

2
）

 

無線工学
 

無
線

通
信

装
置

 

船
舶

通

信
の

た

め
の

無

線
通

信

装
置

 

施
行
規

則
第

2
8

条
に
定

め
る
送

信
設
備

及
び
受

信
設
備

 

（
D
S
C

、N
A
V
TE
X

、E
P
I
R
B

、
フ
ァ

ク
シ
ミ

リ
、

A
I
S
、

S
S
A
S
、

V
D
R
及

び
双

方

向
無

線

電話
）
、

D
S
B
、

概
要

 
［

略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

 

取
扱

方

法
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

 

２
 
海

上
資

格
（

第
三

級
海

上
無

線
通

信
士

、
第

四
級

海
上

無
線

通
信

士
、
第

一
級

海
上

特
殊

無
線

技
士

、
第

二

級
海

上
特

殊
無

線
技

士
、

第
三

級
海

上
特

殊
無

線
技

士
及

び
レ

ー
ダ

ー
級

海
上

特
殊

無
線

技
士

）
（

注
4
）

 

授
業

科
目

及
び

内
容

の
分

類
（

資
格

別
専

門
科

目
）

 

養
成
課
程
別
の
授
業
の
要
否
及
び
程
度
（
注

3
）
 

 
 

 
 

 
第

三

級
海

上
無

線
通

信
士

 

第
四

級
海

上
無

線
通

信
士

 

第
一

級
海

上
特

殊
無

線
技

士
 

第
二

級
海

上
特

殊
無

線
技

士
 

第
三

級
海

上
特

殊
無

線
技

士
 

レ
ー

ダ
ー

級
海

上
特

殊
無

線
技

士
 

授業科目
 

授
業

内
容

 

 
 

 

授
業

内

容
の

要

旨
 

授
業

内

容
の

詳

細
 

授
業

内

容
の

区

分
（

注

2
）

 

無線工学
 

無
線

通
信

装
置

 

船
舶

通

信
の

た

め
の

無

線
通

信

装
置

 

施
行
規

則
第

2
8

条
に
定

め
る
送

信
設
備

及
び
受

信
設
備

（
DS
C

、N
A
VT
E
X

、E
P
IR
B
、

フ
ァ
ク

シ
ミ

リ
、

N
B
D
P
、

A
I
S

、

S
S
A
S
、

V
D
R

及

び
双

方

向
無

線

電話
）
、

概
要

 
［

同

左
］

 

［
同

左
］

 

［
同

左
］

 

［
同

左
］

 

［
同

左
］

 

 

取
扱

方

法
 

［
同

左
］

 

［
同

左
］

 

［
同

左
］

 

［
同

左
］

 

［
同

左
］

 

 



 

三 

 

S
S
B
、

F
M
送
受

信
装

置
、

E
C
D
I
S

及
び

N
B
D
P
 

［
略
］

 

［
略
］

 

［
３
～

５
 

略
］
 

D
S
B

、

S
S
B

、

FM
送
受

信
装
置

及
び

E
C
DI
S
 

 

［
同
左
］

 

［
同
左
］
 

［
３
～

５
 

同
左

］
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 




